[bookmark: _h59fqdfj69ra]特許権専用実施権売買契約書

●●株式会社（以下「甲」という。）と●●株式会社（以下「乙」という。）は、甲が保有する特許権に係る専用実施権の売買について、次のとおり契約（以下「本契約」という。）を締結する。

[bookmark: _gkz2495z8kqs]第1条（目的）
本契約は、甲が保有する特許権について、乙に対し専用実施権を有償で譲渡（売買）し、その条件及び当事者間の権利義務関係を明確に定めることを目的とする。

[bookmark: _tu8q75gh3gnv]第2条（対象特許権）
1. 本契約の対象となる特許権は、次の各号に定めるものとする。
（1）特許番号：第●●●●号
（2）発明の名称：●●●
（3）登録日：●年●月●日
（4）特許権者：甲
2. 前項の特許権に基づき設定される専用実施権を、以下「本専用実施権」という。
3. 
[bookmark: _2zytyeu5o3e8]第3条（専用実施権の内容）
1. 本専用実施権の実施範囲は、次のとおりとする。
（1）実施地域：日本国内
（2）実施内容：製造、使用、譲渡、貸渡し、輸出入その他特許法上認められる一切の実施行為
（3）実施期間：本契約締結日から当該特許権の存続期間満了日まで
2. 乙は、本専用実施権について、第三者に対して再許諾を行うことができる。
3. 
[bookmark: _knld2qenk6xg]第4条（対価）
1. 乙は、甲に対し、本専用実施権の売買代金として、金●●円（消費税別途）を支払うものとする。
2. 前項の支払期日及び支払方法は、次のとおりとする。
（1）支払期日：●年●月●日
（2）支払方法：甲指定の銀行口座への振込
3. 振込手数料は、乙の負担とする。
4. 
[bookmark: _veus8a8jbqxw]第5条（登録手続）
1. 本専用実施権の設定登録は、乙の責任と費用負担において行うものとする。
2. 甲は、前項の登録手続に必要な書類の作成及び提出について、合理的な範囲で協力する。
3. 
[bookmark: _r259jtfuz0e1]第6条（権利保証）
1. 甲は、本契約締結時点において、本専用実施権を適法に設定し譲渡する正当な権限を有することを保証する。
2. 甲は、対象特許権について、第三者の権利を侵害していないことを保証するものではない。
3. 
[bookmark: _t0r0vdv6afe9]第7条（責任の制限）
本専用実施権に関連して乙に損害が生じた場合においても、甲の責任は、甲の故意又は重過失による場合を除き、本契約に基づき乙が支払った売買代金の額を上限とする。

[bookmark: _z7eh2fjpxsoh]第8条（契約解除）
1. 甲又は乙は、相手方が本契約に違反し、相当期間を定めて是正を求めたにもかかわらず当該違反が是正されない場合、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2. 本契約が解除された場合においても、既に設定登録が完了した専用実施権の効力は、別途当事者間で合意しない限り、消滅しないものとする。
3. 
[bookmark: _s765tssf8q1l]第9条（秘密保持）
甲及び乙は、本契約に関連して知り得た相手方の技術情報、営業情報その他一切の非公開情報を、第三者に開示又は漏えいしてはならない。

[bookmark: _r895psg3xyu4]第10条（譲渡禁止）
乙は、本専用実施権を第三者に譲渡する場合には、事前に甲の書面による承諾を得るものとする。

[bookmark: _g82z0nl84ax3]第11条（協議事項）
本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義が生じた場合には、甲乙誠意をもって協議し、円満に解決するものとする。

[bookmark: _mpuh6pjfmc0w]第12条（準拠法及び管轄）
1. 本契約は、日本法を準拠法とする。
2. 本契約に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約締結の証として、本書二通を作成し、甲乙記名押印の上、各自一通を保有する。

●年●月●日

甲　●●株式会社
住所：
代表者名：

乙　●●株式会社
住所：
代表者名：

